
資 料 4

蓄護教育の内容 と方法に関する検討会報告書 (素 案 )

は じめ に

薔 護 教 育 の質 の 向上 につ いて は これ まで も検 討が 行われ 、提 言 が 重ね られて

きた。

○ 平成 19年 の 「 蕎 護 基 礎 教 育 の 充 実 に関す る検 討 会 報告書 」 (H19.4.20)
に おいて は、「看 護 基礎 教 育の教 育 期 F35に つ いて は、我 が国の 社 会 と保健 医療

福 祉 制度 の 長 期 的 変革 の方 自性 を視 野 に入れ た検 討 を行 うこ と」 と提言 され

た。

○続 い て 「 彗 護 基 礎 教 育 の あ り方 に 関 す る懇 談 会論 点 整 理」(H20731)に
お いて、「 今後 の チ ーム医療の 推進 や他職 種 との役害」分撞・連携 の 進展が想 定

され る中 、琶 護基 礎 教 育で は、 看護 に懸 要 な知識 や技 術 を習 得 す る ことに加

えて、 いか な る J犬 況 に対 して も、 知識 、 思 者 、 行動 とい うステ ップ を踏み 最

議 の 蕎護 を提 供 で き る人 と して 成 長 して い く基盤 とな るよ うな 教 育の提供 が

不 OJ欠 で あ る 」 と提 言 され た。

○ さ らに「蓋 護 の質 の 向 上 と確 保 に関 す る検 討 会中 FE30と りまとめ 」(H21.317)
で |よ 、「薔 護 基礎 教 育 につ いて は、免 許 取得 前の基礎 教 育段階 で 学 ぶ べ き こと

は何 か とい う点 を整 理 しな が ら、現 在 の 教 育年 限 を必 ず しも前 提 とせず に、

す べて の藩 護 師 養 成機 関 につ いて 、 教育「A」 容 、教育 方 法 な どの 見 直 し・充実

を図 るべ きで あ る」 と提 言 され た。 また、 保健 師 、助 産 師教 育の あ り方 につ

いて も見 直 しが 求め られ た。

○本検 討会 は、この よ うな奮 護基 礎教 育の 充実 。改善 に ついての 提 言 を踏 讀え

て 、 看 護 基礎 教 育で 学 6ヽ べ き教 育 内容 と方 法 につ いて、 具体 的 な検 討 を行 う

ため に、 平 成 21年 4月 に設 置 され 、 これ ま で に●回 の 検討 を行 って き た。

○ 一方 、 平成 21年 7月 15日 、「保 健 師助 産 師着 護 g雨 法及 び蕎 護 師等の人材

確 保 の健 進 に関す る法律 の -33を 改 正 す る法律」 が 公 布 され 、 平 成 22年 4
月 1日 よ り施 行 され た。 これ によ り保健 8市 、 助産 師の 教 育期 間 が 1年 以 上 と

な つたため 、検 討 会 で は これ を受 けて 、教 育年 限 1年 以 上の 保健 師、助産 師

教 育の教 育 内容 につ いて も検 討 す る こ ととな った。

○検 討 にあた って は、保健 師、助 産 師 、看 護 師教 育それ ぞれの ワ ーキ ンググル

ーフ を設 置 し、 保健 師教 育、 助産 師 教 育 の 教育 年限 の 延長 に伴 う教 育 内容 の

改 正 について は平 成 22年 11月 10日 に第 一次 llp告 を取 りま とめ た。

○ 当該 報 告警 は、看 護 師教 育 に関 す る教 育内容 と方法及 び今後推 進 す べ き保健

師、 3J」 産 師、看 護 師教 育 におけ る教 育 内容 と方 法 について取 りま とめ た。



I 看 護 師教育 につ いて

(看 護 師教育 ワ ーキ ンググル ープの報告 を踏 ま えた 内容 とす る。)

Ⅱ 今後 の保健 師、助 産 師、 看護 師教 育 の教 育 内容 と方 法 に つ いて

1.教 育 内容 中心 の教育 か ら能 力 と して の「 卒業 時 の 至」達 目標」の達 成 を 目

指 す教 育 への転 換

○平成 20年 7月 の「 看 護基礎教 育の あ り方 に関す る懇 談 会論 点整理」 に お

いて 、看 護 IJi員 に求 め られ る資 質 ・能 力が示 され 、奮 護基礎 教 育の充実 の

方 向 性 と して「 状 況の 変化 に対応 で きる能 力 を身 につ ける教 育 への転 換 が

相応 しい」 とされ た。

○ また、 国 際 的 に も「 能 力」 の育 成、 評価 へ の 関心 が 高 ま つて お り、彗 護 師

につ いて も、 国際奮 護 師 会 (ICN)の ジ ェネ ラ リス ト・ナ ー スの能 力 を

表 した国際規準 フ レーム ワ ークが ある。

○そ こで本検 討会 で は免 許 取得前 に学 応ヽ べ き事項 を検 討 す る基礎 と して 「看

護基 礎教 育 に おける教 育 内容 の広 さ と深 さ」 を念 頭 に おきつ つ、保健 師、

助 産 師、覆 護 8雨 に求め られ る能 力 を検 討 した。 これ を踏 まえて 、学生 が卒

業 時 に身 につ けるべ き能 力 を明 らか に した。

○「蓄 護基礎教 育の充 実 に関す る検 討会 報告書 」(平 成 19年 4月 )に おいて

看 護 基 礎 教 育 卒業 時 に全 て の彗 護 学 生 が 修 得 して お <嚇 要 が あ る技 術 の

種類 と到達度 が明確 にされ た ことを受 けて 、平 成 20年 2月 に「 助 産 師教

育の技 術項 目と卒業 時の 到達度 」及 び「 看 護師 教 育の技 術項 目 と卒業 時の

至」達度 」が、同年 9月 には「保健 師教育 の技術 項 目 と卒業 時 の到達度 」が

課長 通 矢]と して示 され て いる。

この「 保健 師教 育 の技 術項 目 と卒業 時 の 至」達度 」、「 助 産 8雨 教 育の技 術項

目 と卒業 時 の 到 達 度 」 に示 され て い る保 健 師 、助 産 師 教 育 の 技 術 項 目 は、

対 象者の状 況 を見極 め 、 具体的な 介入方 法 を選 択 し実 際 に支 援 を行 うとい

う、 思者 ・判 断・行 為の プ ロセ スを含 む活動で あ り、保健 師、助産 師の実

践能 力 を表 して いる。

○本検 討 会 において 、保健 師、助産 師教 育 にお ける実 践 能 力 と卒業 時 に求め

られ る至」達 目標 につ いて は、この「 保健 8幕 教 育の技術 項 目と卒業 時の 至」達度」、

「 助 産 8雨 教 育の技術 項 目 と卒業時 の至」達度 」 を も とに検 討 した。

「看 護師教 育の技 術項 目 と卒業 時の 至J達 度 」に お け る技 術項 目は個 尺の具

体的 な援助 技術 を表 して いるため 、看護 師教 育 にお け る実 践能 力 と卒業 時 の

至」達 目標 の検 討 につ いて は、看護 師 に求 め られ る実 践能 力の全体 について検

討 を行 い、新 た に卒 業 時の到 達 目標 を設定 した。

○ この保健 師、助産 8市 、 蓄 護 3雨 教 育 におけ る「 卒 業 時 の 至」達 目標 」 を達成 す



る ため に必 要 な 教 育 内容 が、免許取得 前 に学 ぶ べ き事項で あ る。 今後、保

健 師、助 産 師、 着 護 師教 育 を行 う養成 所 にお いて は、到達 目標 を踏 ま えて

教 育 内容 を具体 的 に設定す る ことが求め られ る。

2.免 許 取得 前 に学 ぶ べ き教 育 内容の 考 え方 につ いて

○ 前述 した よ うに、 保健 師、助 産 師、看 護 師 教 育 に おける実践 能 力 と卒業 時

の 至」達 目標 は、 昨 つ の医療 の動 F03等 を踏 ま え、 これ か らの看 護 教 育 に必要

な 「着 護基 礎 教 育 に おけ る教 育 内容の 広 さ と深 さ」 について検 討 した結 果

を反映 させ た もの で あ る。

○ 保健 師 、助 産 師、 者 護 師教 育 の いずれ にお いて も、 今後の教 育で 強化 す べ

き教 育 lA」 容 は以 下の 内容 で あ る。

(1)人 間性 の ベ ースにな る倫 理性、あ る い は判 断 力、人 に寄 り添 う姿 勢 につ

いての教 育

② コミ ュニ ケ ー シ ョン能 力、 対 人関係 能 力の 育成 につなが るよ うな教育

13)健 康 の保 持 増 進 にかかわ る看 護、保健 の 分野 を含めた 教育

(4)多 職種 間 の 連 携、 協 lelと 地域 資源の 活用 に関す る教 育

(0主 体 的 に学 習す る態度 を震 う教 育

○助 産 師や 着 護 師 には、 対 象者 の生 命の 維持 や 、身 体 の苦痛 を早期 に和 らげ

るため の 技術 が 必 要 で あ る ことか ら、 Bj」 産 師 、 種 護 B雨 教育 で は 上記の 事項

に jjOえ 緊急 0寺 の 対 処 能 力の 基礎 とな る基 本 的 な フ ィジカル ア セ スメ ン トに

つ いて強 化 す る必 要が あ る。

○ さ らに薔 護 師 教 育 において は、対象 者 を全 人 的 に蕎 護 するため の 「 ヒ ュー

マ ンケ アの 基 本 的 な 能 力 」 を強化 す る必 要 が あ る。 また、 疾病 が どのよ う

に生活 に影 響 す るか を′もヽ身 両 面か らア セ ス メ ン トし、 予演1し て 対応 す る能

力 を培 う教育 も必 要で あ る。

3.着 護 教 育 にお け る効 果 的 な教 育方 法 につ いて

(1)講 義 ・演 習 ・ 実習 の組 み立 て方 に つ いて

○ 学 生 が 個 長 の 講 義 で 学 ん だ 知識 を統 合 して 実 践 で 活用 で き るよ うにな る

に |ま 、 講 義 で 学 んだ ことを活用 して 、 演 習 で 判断 す る能 力 を身 につけ、臨

地 実 習 に おい て 実 際 の看 護実 践のダ イナ ミズムの 中で者 護 を体験 して 学ん

だ ことを基 に、 更 に必 要な 矢0識 を学 ぶ とい うよ うな繰 り返 しの学 習方 法が

必 要で あ る。

○ この よ うな 学 習 万 法 を通 して、保健 師、助 産 師 、蕎護 師 と して活 動す る様 々

な 保健 。医療 の 場 面 に おいて、対象 者 の健 康 の状 態や生活の 状 況 に応 じた

実践が で きる能 力が 育成 され る。



○ また、「 卒 業 時 の 到 達 目標」 を達 成す る ため に は、領 域横 断 的 な講 義 ・演

習 。実習 を行 う ことも必要で あ る。

○演習 は知識 の 教授 だ けで はな <、 懸者 し知識 を統合 し表現 す る能 力 を高 め

る教育声 法 で あ るため 、講義 。演 習 ・実習 の 関連 を考 え、 効 果 的 に演習 を

位置 づ ける ことが 必要 で ある。

○ また現在 、助 産 8市 、琶護 師教育 の実 習 において は、侵襲 を伴 う行 為 を体験

す る ことが難 し<な つて いる。 一方、現場 で は医療 の 高度 化 によ り、助 産

3幕 や琶護 師 に侵襲 を伴 う行為が 一層求 め られ るよ うにな つて い る。 こ う し

た侵 襲 を伴 う行 為 を習得 する には、 シ ミ ュレータ ーの 活用 や状 況 を設 定 し

た演習 を充 実 させ る こ とも求め られ る。

(2)臨 地実 習 の 指導 体 制 について

○蓄 護師教 育 に おいて は、琶護学 の各領 域局」に行 う実習 や喬 護 過程 を中山 に

行 う実習 が、 卒業 0寺 の到 達 目標 を達成 す る実習 と して妥 当か ど うか検 討 を

行 い、 実 習 を行 う 目的 と学ぶ べ き FAj容 を明確 に し、そ の 目的 が達 成で きる

よ うに柔 軟 に実 習 の場 を開拓 して実践 的 な教育 を行 う ことが 望 ま しい。

○ また、講義 を受 けた後 に実習 を行 うとい う演繹 的な学習方 法 だ けで はな <、

臨地 での 見学 や 経験 を通 して学 習課題 を明確 に し、 問題解決 的 に学習 して

い <帰 納 的 な方 法 も、思考 力や 半J断 力を養 うため に必 要な実 習方 法で あ る。

この よ うな 実 習方 法で 実習 を指導 す る場 合 は、 教 員 に は個 夜 の学 生 の体験

を教 材化 す る能 力が 一層求め られ る こと とな る。

○ また、効 果 的 に指 導 を行 うため には教 員、実習 指 導 教 員、実 習指導 者 の配

置や 連携 が重 要で あ る。 そのため には、 講義 も実 習指導 も行 つて い る教 員

につ いて は 1曽 員 に向 けて検討す べ きで あ り、実 習指 導 教員 は実習 指導 者 と

して の研 修 を受 け るな ど資質 の 向上が必 要で あ る。 また、 専 任 の実 習 指導

者 を配置 す るよ うに努 力す るべ きで あ る。

4。 今後の課 題

○平成 8年 の保健 g顧 助 産師着護 8薔 学校養 成 所指定 規貝」(昭 和 26年 文部 省 ・

厚生省令 第 1号 )の 改正 において単位制 が導 入 され たが、彗 護 8市 等 養成 所

の 運 営 に 関 す る指 導 要 領 の 別 表 1～ 3に は単 位 数 と総 時 間 数 が 併 記 さ れ

て い る。こ こで い う単位 と |ま 大学設置基 準 (0召 不□31年 文部 省令 第 28号 )

によ る単 位の考 え方 に準 じるものであ り、講義 は 1単 位 15～ 300春 間、

演習 は 1単 位 30時 間、臨地 実習 につ いて は 1単 位 450寺 間 と して い る。

大 綱イしされ た教 育課 程 で は、養 成所が この考 え方 を踏 まえて 、教 育 目標 の

達 成 の た め に 責 任 を持 つて 単 位 数 と 0き 間 数 を 設 定 す る こ とが 望 ま しい こ



とか ら、 総 0寺 間 数 を併記 す る ことにつ いて は検討 を続 けるべ きで ある。

〇近 年、知 識 獲 得 か ら能 力獲得 へ と学習 観 が変 化 して きている。本検 討会 に

お いて も、 保 健 師 、 助 産 8雨 、看 護 師教 育 に おいて 培 う能 力を明 らか に し、

卒 業 0寺 の 至」達 目標 と して 表 した。至」達 目標 と して 示された これ らの能 力 は、

学 生の琶 護実 践 において、矢□識、思者 、 行 動 とい うステ ップ を踏んで発揮

され るた め、単 に学 生の矢0識 の保有量で 評価 で きる もので はな い。看 護基

礎 教 育 を担 う教 員、実習指導者等 を始め とす る関係者 には、学生の能 力 を

評価 す るん 法 を開発 し研鑽 する ことが 求め られ る。

○大学 およ び専修 学校 において |よ 、教育 評価 が義務化 されて いる。また、平

成 15年 7月 には「 薔護 師等賛成所の教 育活 rJl等 に関する自己評価指 針作

成検 討余」報 告書が 取 りま とめ られて い る。各 ワ ーキ ンググル ーフで も議

論 された よ うに、養 成所 の教育の質の 向 上の ため にも、 自己点検・ 自己評

lalの 実施 は必須 の課 題で あ る。

おわ りに




